
介護施設等整備事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１ 介護を要する高齢者等が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう地域包括システ

ムの実現に向け、受入先となる地域密着型サービス等の施設整備を支援するため、地域医療介護総合

確保基金管理運営要領（平成 26 年９月 12 日付け医政発 0912 第５号・老発 0912 第１号・保発 0912 第

２号厚生労働省医政局長、老健局長、保険局長連名通知別紙。以下「管理運営要領」という。）に基づ

き、市町村及び民間事業者が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手県補助金交付規則（昭

和 32年岩手県規則第 71号。以下「規則」という。）及びこの要綱により補助金を交付する。 

 

（補助金の交付の対象事業） 

第２ この補助金の交付対象及び事業内容は、管理運営要領第３に定める介護施設等の整備に関する事

業とし、次の表の区分によるものとする。 

区分 事業種目 事業内容 

介
護
施
設
等
の
整
備
に
関
す
る
事
業 

地域密着型サービス

施設等整備事業 

管理運営要領別記１－１の２の(１)アに定める「地域密着型

サービス等整備助成事業」 

介護施設開設準備経

費等事業 

管理運営要領別記１－１の２の(２)アに定める「介護施設等

の施設開設準備経費支援事業」 

定期借地権設定のた

めの一時金の支援事

業 

管理運営要領別記１－１の２の(３)に定める「定期借地権設

定のための一時金の支援事業」 

特別養護老人ホーム

等ユニット改修等事

業 

管理運営要領別記１－１の２の(４)アに定める「既存の特別

養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業」、イに定める

「既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシ

ー保護のための改修支援事業」及び、ウに定める「介護療養

型医療施設等転換整備支援事業」 

介護施設等における

新型コロナウイルス

感染拡大防止対策支

援事業 

管理運営要領別記１－１の２の(６)アに定める「介護施設等

における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業」、イに定

める「介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング

環境等の整備に係る経費支援事業」、ウに定める「介護施設

等における多床室の個室化に要する改修費支援事業」 

介
護
施
設
等
の
整
備
に
関
す
る
事

業
（
在
宅
・
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
整
備

の
加
速
化
分
） 

地域密着型サービス

施設等整備事業 

管理運営要領別記１－２の２の(１)アに定める「地域密着型

サービス等整備助成事業」 

介護施設開設準備経

費等事業 

管理運営要領別記１－２の２の(２)アに定める「介護施設等

の施設開設準備経費支援事業」 

定期借地権設定のた

めの一時金の支援事

業 

管理運営要領別記１－２の２の(３)に定める「定期借地権設

定のための一時金の支援事業」 



 

 

（補助金の額） 

第３ 補助金の額は、次の各号により算定するものとする。 

 (１) 介護施設等の整備に関する事業 

ア 地域密着型サービス施設等整備事業 別表第１の施設等種別の欄ごとに、配分基礎単価の欄

に定める額に単位の欄に定める数を乗じて得た額と、対象経費の欄に定める経費の実支出額と

を比較して少ない方の額とする。ただし、1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨

てるものとし、また、対象経費の実支出額は、総事業費から寄附金その他の収入額を控除して

得た額とする。 

   イ 介護施設開設準備経費等事業 別表第２の施設等種別の欄ごとに、配分基礎単価の欄に定め

る額に単位の欄に定める数を乗じて得た額と、対象経費の欄に定める経費の実支出額とを比較

して少ない方の額とする。ただし、1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとし、また、対象経費の実支出額は、総事業費から寄附金その他の収入額を控除して得た額

とする。 

   ウ 定期借地権設定のための一時金の支援事業 別表第３の施設等種別の欄ごとに、配分基準の

欄に定める額により算定した額と対象経費の欄に定める経費の実支給額とを比較して少ない

方の額に、補助率の欄に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、1,000 円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとし、また、対象経費の実支出額は、総事業費から寄附

金その他の収入額を控除して得た額とする。 

   エ 特別養護老人ホーム等ユニット改修等事業 別表第４の区分の欄ごとに、配分基礎単価の欄

に定める額に単位の欄に定める数を乗じて得た額と、対象経費の欄に定める経費の実支出額と

を比較して少ない方の額とする。ただし、1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨

てるものとし、また、対象経費の実支出額は、総事業費から寄附金その他の収入額を控除して

得た額とする。 

   オ 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止支援事業 別表第５の区分の欄ごと

に、配分基礎単価の欄に定める額に単位の欄に定める数を乗じて得た額と、対象経費の欄に定

める経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。ただし、1,000 円未満の端数が生じた

場合は、これを切り捨てるものとし、また、対象経費の実支出額は、総事業費から寄附金その

他の収入額を控除して得た額とする。 

 (２) 介護施設等の整備に関する事業（在宅・施設サービスの整備の加速化分） 

ア 地域密着型サービス施設等整備事業 別表第６の施設等種別の欄ごとに、配分基礎単価の欄

に定める額に単位の欄に定める数を乗じて得た額と、対象経費の欄に定める経費の実支出額と

を比較して少ない方の額とする。ただし、1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨

てるものとし、また、対象経費の実支出額は、総事業費から寄附金その他の収入額を控除して

得た額とする。 

   イ 介護施設開設準備経費等事業 別表第７の施設等種別の欄ごとに、配分基礎単価の欄に定め

る額に単位の欄に定める数を乗じて得た額と、対象経費の欄に定める経費の実支出額とを比較

して少ない方の額とする。ただし、1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとし、また、対象経費の実支出額は、総事業費から寄附金その他の収入額を控除して得た額

とする。 

   ウ 定期借地権設定のための一時金の支援事業 別表第８の施設等種別の欄ごとに、配分基準の



欄に定める額により算定した額と対象経費の欄に定める経費の実支給額とを比較して少ない

方の額に、補助率の欄に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、1,000 円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとし、また、対象経費の実支出額は、総事業費から寄附

金その他の収入額を控除して得た額とする。 

 

（補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更） 

第４ 規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する軽微な変更は、補助金額に影響のない事業費の変

更で、かつ総事業費の 20パーセント以内の増減とする。 

  

（申請の取下げ期日） 

第５ 規則第８条第１項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から

起算して 15 日以内とする。 

 

（財産の処分に係る制限の期間） 

第６ 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数

等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15 号）のとおりとする。 

 

（事業の遂行の状況に係る報告等） 

第７ 補助事業者は、補助事業に着手したとき、着手した日から 10日以内に工事着手報告書（様式第 

９号）により、知事に報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後、毎年度 12月末日現在における補助事業の遂行の 

状況を翌年１月 10日までに、進捗状況報告書（様式第 10号）により知事に報告しなければならない。 

３ 補助事業者は、補助金の交付の決定を受ける前に補助事業に着手しようとするときは、あらかじめ

事前着手協議書（様式第 11 号）を知事に提出しなければならない。 

 

（立入検査等） 

第８ 知事は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者（市町村を除く。）に対して、必要な報告を

求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、

若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において、当該補助金

の交付に当たっては、知事が、予算の執行の適正を期するため、当該補助金の交付を受ける者に対し

て、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要

な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を附さなければならない。 

３ 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行

う者と契約を締結するに当たっては、知事が、予算の執行の適正を期するため、当該委託の業務を行

う者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その

他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を附さなければなら

ない。 

 

 

 

 



 

（書類の整備等） 

第９ 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了

の日の属する年度の翌年度から起算して５年間（当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財

産に係る処分の制限期間が５年を超える場合にあっては当該処分の制限期間）これを保存しなければ

ならない。 

 

（前金払） 

第 10 知事は、必要があると認められる場合は、補助金の前金払をすることがある。 

２ 補助事業者は、補助金の前金払を請求をしようとするときは、介護施設等整備事業費補助金前金払

請求書（様式第 12号）を知事に提出しなければならない。 

 

（消費税等仕入控除税額に係る報告等） 

第 11 補助事業者は、規則第４条の規定に基づき補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に

係る消費税等仕入控除税額（補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当

する額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除

できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税の税率を

乗じて得た金額の合計額に補助率（当該補助金の額を当該経費の額で除して得た率のことをいう。）

を乗じて得た額をいう。以下同じ。）が明らかではないため、消費税等仕入控除税額を含めて補助金の

交付の申請をした場合に、当該申請の後に当該消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、速や

かに消費税等仕入控除税額報告書（様式第 13 号）により知事に報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、規則第４条の規定に基づき補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に関

する間接補助事業者（補助事業者が補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合にお

ける当該補助金の交付の対象となる事業又は事務を行う者をいう。）に係る消費税等仕入控除税額が

明らかではないため、間接補助事業者に係る消費税等仕入控除税額を含めて補助金の交付の申請をし

た場合に、当該申請の後に当該消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、速やかに消費税等仕

入控除税額報告書（様式第 13号）により知事に報告しなければならない。 

３ 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に第１項又は第２項の報告をした場合は、当該報告による

知事の補助金の返還の命令を受けて、前項の報告に係る消費税等仕入控除税額を返還しなければなら

ない。 

 

（提出書類及び提出期日） 

第 12 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第９、別表第 10、別表

第 11、別表第 12、別表第 13、別表第 14、別表第 15及び別表第 16のとおりとする。 

 

（補助事業者が交付する補助金の交付の決定に係る条件） 

第 13 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において当該補助金

の交付の決定に際し、管理運営要領第４の(３)の④の条件を付さなければならない。 

 

（その他） 

第 14 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は別に定める。 

 



 
 

別表第１（第３（１）ア関係）地域密着型サービス施設等整備事業に係るもの 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区　分 施設等種別 配分基礎単価 単　位 対象経費

地域密着型特別養護老
人ホーム及び併設され
るショートステイ用居
室

4,480千円 整備床数

小規模な介護老人保健
施設

56,000千円 施設数

小規模な介護医療院 56,000千円 施設数

小規模な養護老人ホー
ム

2,380千円 整備床数

小規模なケアハウス（特定
施設入居者生活介護の指定
を受けるもの）

4,480千円 整備床数

認知症高齢者グループ
ホーム

33,600千円 施設数

小規模多機能型居宅介
護事業所

33,600千円 施設数

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所

5,940千円 施設数

看護小規模多機能型居
宅介護事業所

33,600千円 施設数

認知症対応型デイサー
ビスセンター

11,900千円 施設数

介護予防拠点 8,910千円 施設数

地域包括支援センター 1,190千円 施設数

生活支援ハウス 35,700千円 施設数

緊急ショートステイの
整備

1,190千円 整備床数

施設内保育施設 11,900千円 施設数

介
護
施
設
等
の

合
築
等

管理運営要領別記１－
１の２の(１)アの事業
対象施設と合築・併設
する介護施設等

合築・併設する
施設それぞれ上
記の配分基礎単
価に1.05を乗じ
た額

整備床数

認知症高齢者グループ
ホーム

8,910千円 施設数

小規模多機能型居宅介
護事業所

8,910千円 施設数

看護小規模多機能型居
宅介護事業所

8,910千円 施設数

認知症対応型デイサー
ビスセンター

8,910千円 施設数

定
員
2
9
名
以
下
の
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
施
設
等
の
整
備

　地域密着型特
別養護老人ホー
ム等の整備（施
設の整備と一体
的に整備される
ものであって、
知事が必要と認
めた整備を含
む。）に必要な
工事費又は工事
請負費及び工事
事務費（工事施
工のため直接必
要な事務に要す
る費用であっ
て、旅費、消耗
品費、通信運搬
費、印刷製本
費、及び設計監
督料等をいい、
その額は、工事
費又は工事請負
費の2.6％に相当
する額を限度額
とする。）
　ただし、別の
負担（補助）金
等において別途
補助対象とする
費用を除き、工
事費又は工事請
負費には、これ
と同等と認めら
れる委託費及び
分担金及び適当
と認められる購
入費等を含む。

空
き
家
を
活
用
し
た
整
備

備考　施設数単位で補助する施設等について、新規開設時に一度補助を受けて
いる場合であっても、増床する場合には、配分基礎単価を平均利用定員で割る
など、合理的な方法を用いて算出した額で補助することができる。



 
別表第２（第３（１）イ関係）介護施設開設準備経費等事業に係るもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

区　分 施設等種別 配分基礎単価 単　位 対象経費

特別養護老人ホーム及び併設され
るショートステイ用居室

839千円 定員数

介護老人保健施設 839千円 定員数

介護医療院 839千円 定員数

ケアハウス（特定施設入居者生活
介護の指定を受けるもの）

839千円 定員数

養護老人ホーム 839千円 定員数

介護付きホーム（有料老人ホーム
又はサービス付き高齢者向け住宅
であって、特定施設入居者生活介
護の指定を受けるもの）

839千円 定員数

訪問看護ステーション（大規模化
やサテライト型事業所の設置）

4,200千円 施設数

地域密着型特別養護老人ホーム及
び併設されるショートステイ用居
室

839千円 定員数

小規模な介護老人保健施設 839千円 定員数

小規模な介護医療院 839千円 定員数
小規模なケアハウス（特定施設入
居者生活介護の指定を受けるも
の）

839千円 定員数

認知症高齢者グループホーム 839千円 定員数

小規模多機能型居宅介護事業所 839千円 宿泊定員数
看護小規模多機能型居宅介護事業
所

839千円 宿泊定員数

小規模な介護付きホーム（有料老
人ホーム又はサービス付き高齢者
向け住宅であって、特定施設入居
者生活介護の指定を受けるもの）

839千円 定員数

定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業所

14,000千円 施設数

小規模な養護老人ホーム 420千円 定員数

施設内保育施設 4,200千円 施設数

介護老人保健施設 219千円
定員数（転
換前床数）

介護医療院 219千円
定員数（転
換前床数）

ケアハウス 219千円
定員数（転
換前床数）

有料老人ホーム 219千円
定員数（転
換前床数）

特別養護老人ホーム及び併設され
るショートステイ用居室

219千円
定員数（転
換前床数）

認知症高齢者グループホーム 219千円
定員数（転
換前床数）

小規模多機能型居宅介護事業所 219千円
定員数（転
換前床数）

看護小規模多機能型居宅介護事業
所

219千円
定員数（転
換前床数）

生活支援ハウス 219千円
定員数（転
換前床数）

サービス付き高齢者向け住宅 219千円
定員数（転
換前床数）

介
護
施
設
等
の
開
設
時
、

増
床
時
及
び
再

開
設
時
（

改
築
時
）

に
必
要
な
経
費
（

定

員
3
0
名
以
上
の
広
域
型
施
設
等
）

特別養護老
人ホーム等の
円滑な開所や
既存施設の増
床、また、介
護療養型医療
施設から介護
老人保健施設
への転換の際
に必要な需用
費、使用料及
び賃貸料、備
品購入費（備
品設置に伴う
工事請負費を
含 む ） 、 報
酬、給料、職
員手当等、共
済費、賃金、
旅 費 、 役 務
費、委託料又
は 工 事 請 負
費。

介
護
施
設
等
の
開
設
時
、

増
床
時
及
び
再
開
設
時
（

改

築
時
）

に
必
要
な
経
費
（

定
員
2
9
名
以
下
の
地
域
密

着
型
施
設
等
）

介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
介
護
老
人
保
健
施
設
等
へ

の
転
換
整
備
に
必
要
な
経
費
（

介
護
療
養
型
老
人
保

健
施
設
の
介
護
医
療
院
へ
の
転
換
整
備
に
必
要
な
経

費
を
含
む
。
）



別表第３（第３（１）ウ関係）定期借地権設定のための一時金の支援事業に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設等種別 配分基準 補助率 対象経費

特別養護老人ホーム及び併設
されるショートステイ用居室

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス（特定施設入居者
生活介護の指定を受けるも
の）
養護老人ホーム

地域密着型特別養護老人ホー
ム及び併設されるショートス
テイ用居室

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス（特定施
設入居者生活介護の指定を受
けるもの）

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業
所

看護小規模多機能型居宅介護
事業所

小規模な養護老人ホーム

施設内保育施設

定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所

認知症対応型デイサービスセ
ンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

定期借地権設
定に際して授受
される一時金で
あって、借地代
の前払いの性格
を 有 す る も の
（当該一時金の
授受により、定
期借地権設定期
間中の全期間又
は一部の期間の
地代の引き下げ
が行われている
と認められるも
の。）。

定
員
2
9
名
以
下
の
地
域
密
着
型
施
設
等

合
築
・
併
設
施
設

定
員
2
9
名
以
下
の
地
域
密

着
型
施
設
等

区　分
本
体
施
設

定
員
3
0
名
以
上
の
広

域
型
施
設

当該施設等を整備
する用地に係る国
税局長が定める路
線価（路線価が定
められていない地
域においては、固
定資産税評価額に
国税局長が定める
倍率を乗じた額）
の２分の１

２分の１



 

別表第４ （第３（１）エ関係）特別養護老人ホーム等ユニット改修等事業に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　分 配分基礎単価 単　位 対象経費
「個室→ユニッ
ト化」改修
1,190千円

「 多 床 室 （ ユ
ニット型個室的
多 床 室 を 含
む。）→ユニッ
ト化」改修
2,380千円

特別養護老人ホーム及び併設される
ショートステイ用居室（多床室）のプ
ライバシー保護のための改修

734千円 整備床数

創設
2,240千円

改築
2,770千円

改修
1,115千円

※　いずれの事業の介護施設等も、定員規模は問わない。

既存施設のユニット化改修
　ア　特別養護老人ホームのユニット化
　イ　介護老人保健施設のユニット化
　ウ　介護医療院のユニット化
　エ　介護療養型医療施設の改修により
　　転換される次の施設
　・　介護老人保健施設
　・　ケアハウス
　・　特別養護老人ホーム
　・　介護医療院
　・　認知症高齢者グループホーム

整備床数 　特別養護老人ホー
ム等のユニット化等
の改修（施設の整備
と一体的に整備され
るものであって、知
事が必要と認めた整
備を含む。）に必要
な工事費又は工事請
負費及び工事事務費
（工事施工のため直
接必要な事務に要す
る費用であって、旅
費、消耗品費、通信
運搬費、印刷製本費
及び設計監督料等を
いい、その額は、工
事費又は工事請負費
の2.6%に相当する額
を限度額とする）。
　ただし、別の負担
（補助）金等におい
て別途補助対象とす
る費用を除き、工事
費又は工事請負費に
は、これと同等と認
められる委託費及び
分担金及び適当と認
められる購入費等を
含む。

介護療養型医療施設の介護老人保健施
設等への転換整備（介護療養型老人保
健施設から転換して介護医療院を整備
する事業についても対象とする。）
・　介護老人保健施設
・　介護医療院
・　ケアハウス
・　有料老人ホーム
・　特別養護老人ホーム及び併設
　されるショートステイ用居室
・　認知症高齢者グループホーム
・　小規模多機能型居宅介護事業所
・　看護小規模多機能型居宅介護事業
所
・　生活支援ハウス
・　サービス付き高齢者向け住宅

転換前床
数



別表第５（第３（１）オ関係）介護施設等の新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業に係るもの 

 

施設等種別 配分基礎単価 単位 対象経費

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院、介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業
所

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護事業所、短期入
所療養介護事業所

生活支援ハウス

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院、介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業
所

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護事業所、短期入
所療養介護事業所

生活支援ハウス

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業
所

有料老人ホーム

短期入所生活介護事業所

生活支援ハウス

多
床
室
個
室
化
に
要
す
る
改
修
経
費
支
援

978千円 定員

　個室化改修に必要
な工事費又は工事請
負費及び工事事務費
（工事施工のため直
接必要な事務に要す
る費用であって、旅
費、消耗品費、通信
運搬費、印刷製本費
及び設計監督料等を
いい、その額は、工
事費又は工事請負費
の2.6%に相当する額
を限度額とす
る。）。
　ただし、別の負担
（補助）金等におい
て別途補助対象とす
る費用を除き、工事
費又は工事請負費に
は、これと同等と認
められる委託費及び
分担金及び適当と認
められる購入費等を
含む。

※　いずれの事業の介護施設等も、定員規模は問わない。

区　分

介
護
施
設
等
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
対
策
支
援
事
業

簡
易
陰
圧
装
置
設
置
経
費
支
援

4,320千円

知事が認めた
台数（定員数
を上限とす
る）

　簡易陰圧装置を設置
するために必要な備品
購入費、工事費又は工
事請負費及び工事事務
費（工事施工のため直
接必要な事務に要する
費用であって、旅費、
消耗品費、通信運搬
費、印刷製本費及び設
計監督料等をいい、そ
の額は、工事費又は工
事請負費の2.6%に相当
する額を限度額とす
る。）。
　ただし、別の負担
（補助）金等において
別途補助対象とする費
用を除き、工事費又は
工事請負費には、これ
と同等と認められる委
託費及び分担金及び適
当と認められる購入費
等を含む。

ゾ
ー

ニ
ン
グ
環
境
等
整
備
経
費
支
援

①ユニット型施設
の各ユニットへの
玄関室設置による
ゾーニング：1,000
千円

②従来型個室・多
床室のゾーニン
グ：6,000千円

③２方向から出入
りできる家族面会
室の整備：3,500千
円

①箇所

②箇所

③施設・事業
所

　ゾーニング環境等の
整備に要する工事費又
は工事請負費及び工事
事務費（工事施工のた
め直接必要な事務に要
する費用であって、旅
費、消耗品費、通信運
搬費、印刷製本費及び
設計監督料等をいい、
その額は、工事費又は
工事請負費の2.6%に相
当する額を限度額とす
る。）。
　ただし、別の負担
（補助）金等において
別途補助対象とする費
用を除き、工事費又は
工事請負費には、これ
と同等と認められる委
託費及び分担金及び適
当と認められる購入費
等を含む。



 

 

別表第６（第３（２）ア関係）地域密着型サービス施設等整備事業（在宅・施設サービスの整備の加速

化分）に係るもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区　分 施設等種別 配分基礎単価 単　位 対象経費

地域密着型特別養護老
人ホーム及び併設され
るショートステイ用居
室

4,480千円 整備床数

小規模な介護老人保健
施設

56,000千円 施設数

小規模な介護医療院 56,000千円 施設数

小規模な養護老人ホー
ム

2,380千円 整備床数

小規模なケアハウス（特定施設
入居者生活介護の指定を受ける
もの）

4,480千円 整備床数

認知症高齢者グループ
ホーム

33,600千円 施設数

小規模多機能型居宅介
護事業所

33,600千円 施設数

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所

5,940千円 施設数

看護小規模多機能型居
宅介護事業所

33,600千円 施設数

施設内保育施設 11,900千円 施設数

介
護
施
設
等
の

合
築
等

管理運営要領別記１－
２の２の(１)アの事業
対象施設と合築・併設
する介護施設等

合築・併設する
施設それぞれ上
記の配分基礎単
価に1.05を乗じ
た額

整備床数

認知症高齢者グループ
ホーム

8,910千円 施設数

小規模多機能型居宅介
護事業所

8,910千円 施設数

看護小規模多機能型居
宅介護事業所

8,910千円 施設数

認知症対応型デイサー
ビスセンター

8,910千円 施設数

定
員
2
9
名
以
下
の
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
施
設
等
の
整
備

　地域密着型特
別養護老人ホー
ム等の整備（施
設の整備と一体
的に整備される
ものであって、
知事が必要と認
めた整備を含
む。）に必要な
工事費又は工事
請負費及び工事
事務費（工事施
工のため直接必
要な事務に要す
る費用であっ
て、旅費、消耗
品費、通信運搬
費、印刷製本
費、及び設計監
督料等をいい、
その額は、工事
費又は工事請負
費の2.6％に相当
する額を限度額
とする。）
　ただし、別の
負担（補助）金
等において別途
補助対象とする
費用を除き、工
事費又は工事請
負費には、これ
と同等と認めら
れる委託費及び
分担金及び適当
と認められる購
入費等を含む。

空
き
家
を
活
用
し
た
整
備

備考　施設数単位で補助する施設等について、新規開設時に一度補助を受けて
いる場合であっても、増床する場合には、配分基礎単価を平均利用定員で割る
など、合理的な方法を用いて算出した額で補助することができる。



 
別表第７（第３（２）イ関係）介護施設開設準備経費等事業（在宅・施設サービスの整備の加速化分）
に係るもの 

 

 

区　分 施設等種別 配分基礎単価 単　位 対象経費

特別養護老人ホーム及び併設されるショー
トステイ用居室

839千円 定員数

介護老人保健施設 839千円 定員数

介護医療院 839千円 定員数

ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指
定を受けるもの）

839千円 定員数

養護老人ホーム 839千円 定員数

介護付きホーム（有料老人ホーム又はサー
ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施
設入居者生活介護の指定を受けるもの）

839千円 定員数

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設さ
れるショートステイ用居室

839千円 定員数

小規模な介護老人保健施設 839千円 定員数

小規模な介護医療院 839千円 定員数

小規模なケアハウス（特定施設入居者生活
介護の指定を受けるもの）

839千円 定員数

認知症高齢者グループホーム 839千円 定員数

小規模多機能型居宅介護事業所 839千円 宿泊定員数
看護小規模多機能型居宅介護事業所 839千円 宿泊定員数
小規模な介護付きホーム（有料老人ホーム
又はサービス付き高齢者向け住宅であっ
て、特定施設入居者生活介護の指定を受け
るもの）

839千円 定員数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 14,000千円 施設数

小規模な養護老人ホーム 420千円 定員数

施設内保育施設 4,200千円 施設数

介
護
施
設
等
の
開
設
時
、

増
床
時
及

び
再
開
設
時
（

改
築
時
）

に
必
要
な

経
費
（

定
員
3
0
名
以
上
の
広
域
型

施
設
等
）

特別養護老
人ホーム等の
円滑な開所や
既存施設の増
床の際に必要
な需用費、使
用料及び賃貸
料、備品購入
費（備品設置
に伴う工事請
負 費 を 含
む）、報酬、
給料、職員手
当 等 、 共 済
費、賃金、旅
費、役務費、
委託料又は工
事請負費。

介
護
施
設
等
の
開
設
時
、

増
床
時
及
び
再
開
設
時

（

改
築
時
）

に
必
要
な
経
費
（

定
員
2
9
名
以
下
の

地
域
密
着
型
施
設
等
）



別表第８（第３（２）ウ関係）定期借地権設定のための一時金の支援事業（在宅・施設サービスの整備
の加速化分）に係るもの 

 

施設等種別 配分基準 補助率 対象経費

特別養護老人ホーム及び併設され
るショートステイ用居室

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス（特定施設入居者生活
介護の指定を受けるもの）

養護老人ホーム

地域密着型特別養護老人ホーム及
び併設されるショートステイ用居
室

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス（特定施設入
居者生活介護の指定を受けるも
の）

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業
所

小規模な養護老人ホーム

施設内保育施設

定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業所

認知症対応型デイサービスセン
ター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

　定期借地権設定に
際して授受される一
時金であって、借地
代の前払いの性格を
有するもの（当該一
時金の授受により、
定期借地権設定期間
中の全期間又は一部
の期間の地代の引き
下げが行われている
と 認 め ら れ る も
の。）。

定
員
2
9
名
以
下
の
地
域
密
着
型
施
設
等

合
築
・
併
設
施
設

定
員
2
9
名
以
下
の
地
域
密

着
型
施
設
等

区　分

本
体
施
設

定
員
3
0
名
以
上
の
広

域
型
施
設

当該施設等を整備す
る用地に係る国税局
長が 定め る路 線価
（路線価が定められ
ていない地域におい
ては、固定資産税評
価額に国税局長が定
める 倍率 を乗 じた
額）の２分の１

２分の１



別表第９（第 12関係）地域密着型サービス施設等整備事業に係るもの 

 

条 項 提 出 書 類 及 び 添 付 書 類               様 式 
提出 

部数 
提出期日 

規則第４条

の規定によ

る書類 

 

 

介護施設等整備事業費補助金交付申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第１号 

第２-１号 

第３-１号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

別に定める

日 

規則第６条

第１項第１

号、第２号

及び第３号

の規定によ

り承認を受

ける場合の

書類 

 

介護施設等整備事業費補助金変更（中止、廃

止）申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第４号 

 

第２-１号 

第３-１号 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業の

変更（中

止、廃止）

を行う日の

14 日前まで 

規則第 13条

第１項の規

定による書

類 

 

 

 

 

介護施設等整備事業費補助金請求書 

介護施設等整備事業費補助金実績報告書 

１ 精算額内訳書 

２ 実績報告書 

３ 補助事業者の歳入歳出決算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第５号 

第６号 

第７-１号 

第８-１号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業を

完了した日

（規則第６

条第１項第

３号に規定

する事業の

中止又は廃

止の承認を

受けた場合

には、当該

承認の通知

を受理した

日）から 20

日以内又は

補助金の交

付の決定を

受けた年度

の３月 31日

のいずれか

早い日 



別表第 10（第 12 関係）介護施設開設準備経費等事業に係るもの 

 

条 項 提 出 書 類 及 び 添 付 書 類               様 式 
提出 

部数 
提出期日 

規則第４条

の規定によ

る書類 

 

 

介護施設等整備事業費補助金交付申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第１号 

第２-２号 

第３-２号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

別に定める

日 

規則第６条

第１項第１

号、第２号

及び第３号

の規定によ

り承認を受

ける場合の

書類 

 

介護施設等整備事業費補助金変更（中止、廃

止）申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第４号 

 

第２-２号 

第３-２号 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業の

変更（中

止、廃止）

を行う日の

14 日前まで 

規則第 13条

第１項の規

定による書

類 

 

 

 

 

介護施設等整備事業費補助金請求書 

介護施設等整備事業費補助金実績報告書 

１ 精算額内訳書 

２ 実績報告書 

３ 補助事業者の歳入歳出決算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第５号 

第６号 

第７-２号 

第８-２号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業を

完了した日

（規則第６

条第１項第

３号に規定

する事業の

中止又は廃

止の承認を

受けた場合

には、当該

承認の通知

を受理した

日）から 20

日以内又は

補助金の交

付の決定を

受けた年度

の３月 31日

のいずれか

早い日 



別表第 11（第 12 関係）定期借地権設定のための一時金の支援事業に係るもの 

 

条 項 提 出 書 類 及 び 添 付 書 類               様 式 
提出

部数 
提出期日 

規則第４条の

規定による書

類 

 

 

介護施設等整備事業費補助金交付申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第１号 

第２-３号 

第３-３号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

別に定める

日 

規則第６条第

１項第１号、

第２号及び第

３号の規定に

より承認を受

ける場合の書

類 

 

介護施設等整備事業費補助金変更（中止、廃

止）申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第４号 

 

第２-３号 

第３-３号 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業の

変更（中

止、廃止）

を行う日の

14 日前まで 

規則第 13条

第１項の規定

による書類 

 

 

 

 

介護施設等整備事業費補助金請求書 

介護施設等整備事業費補助金実績報告書 

１ 精算額内訳書 

２ 実績報告書 

３ 補助事業者の歳入歳出決算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第５号 

第６号 

第７-３号 

第８-３号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業を

完了した日

（規則第６

条第１項第

３号に規定

する事業の

中止又は廃

止の承認を

受けた場合

には、当該

承認の通知

を受理した

日）から 20

日以内又は

補助金の交

付の決定を

受けた年度

の３月 31日

のいずれか

早い日 



別表第 12（第 12 関係）特別養護老人ホーム等ユニット改修等事業に係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

条 項 提 出 書 類 及 び 添 付 書 類               様    式 
提出 

部数 
提出期日 

規則第４条の

規定による書

類 

 

 

介護施設等整備事業費補助金交付申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第１号 

第２-４号 

第３-４号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

別に定める

日 

規則第６条第

１項第１号、

第２号及び第

３号の規定に

より承認を受

ける場合の書

類 

 

介護施設等整備事業費補助金変更（中止、廃

止）申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第４号 

 

第２-４号 

第３-４号 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業の

変更（中

止、廃止）

を行う日の

14 日前ま

で 

規則第 13条第

１項の規定に

よる書類 

 

 

 

 

介護施設等整備事業費補助金請求書 

介護施設等整備事業費補助金実績報告書 

１ 精算額内訳書 

２ 実績報告書 

３ 補助事業者の歳入歳出決算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第５号 

第６号 

第７-４号 

第８-４号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業を

完了した日

（規則第６

条第１項第

３号に規定

する事業の

中止又は廃

止の承認を

受けた場合

には、当該

承認の通知

を受理した

日）から

20 日以内

又は補助金

の交付の決

定を受けた

年度の３月

31 日のい

ずれか早い

日 



 

別表第 13（第 12 関係）介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業に係るもの 

 

 

 

 

 

 

条 項 提 出 書 類 及 び 添 付 書 類               様    式 
提出 

部数 
提出期日 

規則第４条の

規定による書

類 

 

 

介護施設等整備事業費補助金交付申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第１号 

第２-５号 

第３-５号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

別に定める

日 

規則第６条第

１項第１号、

第２号及び第

３号の規定に

より承認を受

ける場合の書

類 

 

介護施設等整備事業費補助金変更（中止、廃

止）申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第４号 

 

第２-５号 

第３-５号 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業の

変更（中

止、廃止）

を行う日の

14 日前ま

で 

規則第 13条第

１項の規定に

よる書類 

 

 

 

 

介護施設等整備事業費補助金請求書 

介護施設等整備事業費補助金実績報告書 

１ 精算額内訳書 

２ 実績報告書 

３ 補助事業者の歳入歳出決算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第５号 

第６号 

第７-５号 

第８-５号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業を

完了した日

（規則第６

条第１項第

３号に規定

する事業の

中止又は廃

止の承認を

受けた場合

には、当該

承認の通知

を受理した

日）から

20 日以内

又は補助金

の交付の決

定を受けた

年度の３月

31 日のい

ずれか早い

日 



別表第 14（第 12 関係）地域密着型サービス施設等整備事業（在宅・施設サービスの整備の加速化分）

に係るもの 

 

 

条 項 提 出 書 類 及 び 添 付 書 類               様 式 
提出 

部数 
提出期日 

規則第４条

の規定によ

る書類 

 

 

介護施設等整備事業費補助金交付申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第１号 

第２-６号 

第３-６号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

別に定める

日 

規則第６条

第１項第１

号、第２号

及び第３号

の規定によ

り承認を受

ける場合の

書類 

 

介護施設等整備事業費補助金変更（中止、廃

止）申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第４号 

 

第２-６号 

第３-６号 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業の

変更（中

止、廃止）

を行う日の

14 日前まで 

規則第 13条

第１項の規

定による書

類 

 

 

 

 

介護施設等整備事業費補助金請求書 

介護施設等整備事業費補助金実績報告書 

１ 精算額内訳書 

２ 実績報告書 

３ 補助事業者の歳入歳出決算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第５号 

第６号 

第７-６号 

第８-６号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業を

完了した日

（規則第６

条第１項第

３号に規定

する事業の

中止又は廃

止の承認を

受けた場合

には、当該

承認の通知

を受理した

日）から 20

日以内又は

補助金の交

付の決定を

受けた年度

の３月 31日

のいずれか

早い日 



別表第 15（第 12 関係）介護施設開設準備経費等事業（在宅・施設サービスの整備の加速化分）に係る

もの 

 

条 項 提 出 書 類 及 び 添 付 書 類               様 式 
提出 

部数 
提出期日 

規則第４条

の規定によ

る書類 

 

 

介護施設等整備事業費補助金交付申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第１号 

第２-７号 

第３-７号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

別に定める

日 

規則第６条

第１項第１

号、第２号

及び第３号

の規定によ

り承認を受

ける場合の

書類 

 

介護施設等整備事業費補助金変更（中止、廃

止）申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第４号 

 

第２-７号 

第３-７号 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業の

変更（中

止、廃止）

を行う日の

14 日前まで 

規則第 13条

第１項の規

定による書

類 

 

 

 

 

介護施設等整備事業費補助金請求書 

介護施設等整備事業費補助金実績報告書 

１ 精算額内訳書 

２ 実績報告書 

３ 補助事業者の歳入歳出決算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第５号 

第６号 

第７-７号 

第８-７号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業を

完了した日

（規則第６

条第１項第

３号に規定

する事業の

中止又は廃

止の承認を

受けた場合

には、当該

承認の通知

を受理した

日）から 20

日以内又は

補助金の交

付の決定を

受けた年度

の３月 31日

のいずれか

早い日 



別表第 16（第 12 関係）定期借地権設定のための一時金の支援事業（在宅・施設サービスの整備の加速

化分）に係るもの 

 

条 項 提 出 書 類 及 び 添 付 書 類               様 式 
提出

部数 
提出期日 

規則第４条の

規定による書

類 

 

 

介護施設等整備事業費補助金交付申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第１号 

第２-８号 

第３-８号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

別に定める

日 

規則第６条第

１項第１号、

第２号及び第

３号の規定に

より承認を受

ける場合の書

類 

 

介護施設等整備事業費補助金変更（中止、廃

止）申請書 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 補助事業者の歳入歳出予算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第４号 

 

第２-８号 

第３-８号 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業の

変更（中

止、廃止）

を行う日の

14 日前まで 

規則第 13条

第１項の規定

による書類 

 

 

 

 

介護施設等整備事業費補助金請求書 

介護施設等整備事業費補助金実績報告書 

１ 精算額内訳書 

２ 実績報告書 

３ 補助事業者の歳入歳出決算書（見込書抄

本） 

４ その他知事が必要と認めるもの 

第５号 

第６号 

第７-８号 

第８-８号 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

当該事業を

完了した日

（規則第６

条第１項第

３号に規定

する事業の

中止又は廃

止の承認を

受けた場合

には、当該

承認の通知

を受理した

日）から 20

日以内又は

補助金の交

付の決定を

受けた年度

の３月 31日

のいずれか

早い日 


